
区分 項目 指摘内容
文書指摘
件数

運営 秘密保持
・すべての従業者について、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、誓
約書を徴するなどの必要な措置を講ずること。

1件

運営 運営基準
・すべての従業者に対し、身体的拘束等及び虐待の防止に関する研修を年1回以上実施し、その記録を保管
すること。

1件

介護給付
費の算定
及び取扱
い

特定事業所加算Ⅱ ・介護支援専門員について、個別具体的な研修計画が立てられていなかった。 1件

介護給付
費の算定
及び取扱
い

特定事業所加算Ⅲ

・介護支援専門員への計画的な研修について、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等に
ついて、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めること。
・他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で実施する事例検討会、研修会等についての記録が
見受けられなかった。

1件

主な指摘事項【居宅介護支援】


